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川口市立安行東中学校 PTA会則 

 

第１章 名称及び事務局 

 

（名称） 

第１条 川口市立安行東中学校 PTA（以下、本会という。）と称する。 

（事務局） 

第２条 川口市立安行東中学校（以下、中学校という。）内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 本会は、会員が協力をして、中学校・家庭・社会における生徒の幸福と健全育成及び教育

の充実振興を図り、併せて会員の親睦と教養を高めることを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １ 教育活動、各種行事及び研究等への協力に関すること。 

   ２ 学校内外の生徒指導に関すること。 

   ３ 生徒の保護・衛生及びその管理に関すること。 

   ４ 教育施設・環境の改善及び充実に関すること。 

   ５ 教育後援会、後援会の開催に関すること。 

   ６ 会員相互の教養と親睦に関すること。 

   ７ 周年記念事業に関すること。  

   ８ 公教育費の充実に関すること。 

   ９ その他目的達成に必要なこと。 

（機関） 

第５条 本会はその事業をおこなうため、次の機関を設置し、それぞれの活動をする。 

   １ 総会 

   ２ 総務会 

   ３ 理事会 

   ４ 専門部会（学級部、祭事部、生活指導部、美化部、広報部） 

   ５ 学年・学級理事会 

   ６ その他必要と認められた機関 
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（方針） 

第６条 本会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

   １ 青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関に協力する。 

   ２ 特定の政党や宗教に偏ることなく、また営利を目的とする行為は行わない。 

   ３ 本会または本会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。 

   ４ 中学校の人事その他管理には干渉しない。 

 

第３章 会員 

 

（会員） 

第７条 本会は、次に掲げる者のうち本会の目的に賛同し入会した者をもって会員とする。 

   １ 中学校に在籍する生徒の保護者 

   ２ 中学校の教職員 

（会費） 

第８条 本会の会員は会費を納めるものとする。なお、会費の納入に際しては、一世帯を単位とす

る。 

 

第４章 役員 

 

（役員） 

第９条 本会は次の役員を置く。 

   １ 会長        １名 

   ２ 副会長      若干名（中学校教頭含む） 

   ３ 監事        ２名 

   ４ 参与        １名（中学校長） 

   ５ 会計        若干名 

   ６ 書記        若干名 

   ７ 幹事        若干名 

   ８ 理事        各クラス１３名程度（第３学年は各クラス１名増〈卒業実行委員〉）（任期） 

第１０条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の場合は前任者の在任期間と

する。 

（顧問等） 

第１１条 本会は顧問・相談役を置くことができる。 

（職務） 

第１２条 役員の職務は次のとおりとする。 
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１ 会長は、本会の代表として、会務を総理し、各種会議を招集する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時にはその職務を代理する。 

   ３ 監事は、本会の会計監査を行い、総会にて報告する。 

   ４ 参与は、会務全般について助言を行い、各種会議に出席する。 

   ５ 会計は、本会の財産及び金銭出納に関する事務を管理する。 

   ６ 書記は、本会の活動に関する重要事項及び各種議事を記録保管し、会の庶務を行う。 

   ７ 幹事は、本会の庶務を担当し、各種会議に出席する。 

   ８ 理事は、各専門部に所属し、諸活動にあたる。 

（選出） 

第１３条 役員は次のとおり選出する。 

   １ 会長、副会長及び監事は会員中より役員による選考委員会において選出し、総会で決定

する。 

   ２ 理事は各学級より選出する。なお、教職員は理事とする。 

   ３ 参与、会計、書記、幹事は会長が委嘱する。 

   ４ 顧問、相談役は会長が委嘱する。 

 

第５章 会議 

 

（総会） 

第１４条 総会は、会員をもって構成し、毎年４月１日より６０日以内に会長が、会員を招集し、次の

事項について協議する。 

   １ 事業計画及び事業報告 

   ２ 予算及び決算 

   ３ 役員の承認 

   ４ 会則の改正と決定 

   ５ その他必要と認める事項 

（理事会） 

第１５条 理事会は、役員をもって構成し、会長が招集し、本会の目的に基づき、次の事項につい

て協議する。 

   １ 各種活動の立案・計画及び執行に関する事項 

   ２ 各種活動の運営に関する事項 

   ３ 総会に提出する事項 

   ４ その他必要と認める事項 

（総務会） 

第１６条 総務会は、会長、副会長、監事、参与、幹事、会計、書記をもって構成し、会長が招集し、

次の事項について協議、運営する。 
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   １ 本会の諸活動の企画及び運営 

   ２ 各専門部活動の連絡調整、書記活動、会計管理 

   ３ その他必要と認める事項 

（臨時総会） 

第１７条 臨時総会は、次の場合に開催することができる。 

   １ 理事が必要と認めた時 

   ２ 会員の１/３以上が会議の目的事項を示して請求した時 

（議決） 

第１８条 それぞれの会議における議決は各構成員の過半数の賛成によって決定する。 

 

第６章 専門部会 

 

（学級部） 

第１９条 学級部は、各クラスより選出された担当理事をもって構成し、次の活動を行う。 

   １ 入学式及び卒業式への協力 

   ２ 体育祭への協力 

   ３ 合唱コンクールへの協力 

   ４ 卒業に係わる活動（3学年卒業実行委員） 

   ５ その他必要と認める活動 

（祭事部） 

第２０条 祭事部は、各クラスより選出された担当理事をもって構成し、次の活動を行う。 

   １ 沙羅樹祭への協力 

   ２ 中学校内のカーテン洗濯への協力 

   ３ その他必要と認める活動 

（生活指導部） 

第２１条 生活指導部は、各クラスより選出された担当理事をもって構成し、次の活動を行う。 

   １ 朝の挨拶運動への協力 

   ２ 学校保健委員会への参加 

   ３ その他必要と認める活動 

（美化部） 

第２２条 美化部は、各クラスより選出された担当理事をもって構成し、次の活動を行う。 

１ 美化作業（除草作業・花壇の手入れ） 

２ その他必要と認める活動 

（広報部） 

第２３条 広報部は、書記が兼務し、広報誌（沙羅樹）を発行する。 
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第７章 経理 

 

（経理） 

第２４条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 

（会費） 

第２５条 本会の会費は、年額 3,200円とし、原則年１回で納入する。 

（予算） 

第２６条 本会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

（決算） 

第２７条 本会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第２８条 本会の会計年度は毎年４月１日より始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章 保険等 

 

（保険） 

第２９条 本会員は、以下の保険に加入するものとする。 

   １ PTA賠償責任保険（川口市 PTA連合会） 

   ２ PTA活動総合保障制度 

（保険料等） 

第 30条 本章に係る保険料等は、福利厚生費をもって充てる。 

 

第９章 その他 

 

（改正） 

第 31条 この会則の改正は総会の議を経て行うものとする。 

（細則） 

第 32条 本会に必要な細則は理事会で別に定める。 

 

 

「付則」  

１ この会則は昭和６０年４月１日より施行する。 

２ この会則は昭和６３年５月１３日より改正施行する。 

３ この会則は平成１０年５月２９日より改正施行する。 

   ４ この会則は平成１４年５月２４日より改正施行する。 

   ５ この会則は平成１６年５月２１日より改正施行する。 
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   ６ この会則は平成２０年５月１６日より改正施行する。 

   ７ この会則は平成２２年５月２１日より改正施行する。 

   ８ この会則は平成２７年５月１５日より改正施行する。 

   ９ この会則は令和 ４年５月２７日より改正施行する。 

   10 この会則は令和 ５年５月２４日より改正施行する。 
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川口市立安行東中学校 PTA細則 

 

この細則は、川口市立安行東中学校 PTA 会則（以下、会則という。）第２９条に定めるところよ

り制定する。 

 

（役員選出） 

第１条 会則第１３条の１の選出方法は、役員が選考委員になり選出し、総会で決定する。 

第２条 会則第１３条の２の選出方法は次のとおりとする。 

１ 学級毎の理事は１３名程度とする。 

２ 基本的には、生徒一人につき１回とする。但し、免除対象者が多い学級は、くじ引きで選 

出する。 

３ 入学式及び年度初め保護者会にて選出する。 

４ 理事は会則第５条の４の各専門部に所属する。ただし、広報部は書記が兼務する。 

第３条 会則第１３条の３の会計、書記には教頭または事務職員にも委嘱する。 

（改正） 

第４条 この細則の改正は理事会の議を経て行うものとする。 

 

「付則」  

１ この細則は昭和６０年４月１日より施行する。 

２ この細則は平成１４年５月２４日より改正施行する。 

   ３ この細則は平成１６年５月２１日より改正施行する。 

   ４ この細則は平成２０年５月１６日より改正施行する。 

   ５ この細則は平成２２年５月２１日より改正施行する。 

   ６ この細則は平成２７年５月１５日より改正施行する。 

   ７ この細則は令和４年５月２７日より改正施行する。 

   ８ この細則は令和５年３月１０日より改正施行する。 
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川口市立安行東中学校 PTA慶弔規定 

 

１ この規定は、川口市立安行東中学校 PTA慶弔規定（以下、本規定という。）と称する。 

２ 本規定の適用は、川口市立安行東中学校関係者を対象とする。 

３ 本規定の庶務は川口市立安行東中学校 PTA.会計が担うものとする。 

４ 本規定による会計は、PTA予算の慶弔費をもって充てる。 

５ 本規定の会計年度は、毎年４月１日より始まり、翌年３月３１日に終わる。 

６ 本規定による支出範囲は、次のとおりとする。 

⑴  慶事 

    本校教職員の結婚                    10,000円 

    地区関係行事へのお祝い（招待ある場合のみ）    3,000～10,000円 

⑵  弔事 

   以下に該当する場合は、香典10,000円とする。なお、供物については状況により処理する。 

    ア 本校生徒及び保護者  本人 

イ 本校教職員        本人   

    ウ 顧問・相談役       本人   

 ⑶  見舞い 

   以下の者が、火事等の事故の場合は、見舞金 10,000円とする。 

    ア 本校生徒及び保護者  本人 

イ 本校教職員        本人   

    ウ 顧問・相談役       本人  

   ※火事に際しては、住居世帯とする。 

 

 

「付則」  

１ この規定は昭和６０年４月１日より施行する。 

２ この規定は平成１４年５月２４日より改正施行する。 

   ３ この規定は平成２８年５月２７日より改正施行する。 

   ４ この規定は令和５年５月２４日より改正施行する。 
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